
 

犯罪行為により被害に遭われた方やそのご遺族に対し、経済的負担を軽減するため、見舞
金を支給します。

に発生した犯罪行為による被害が対象です。

※1

※2

※2　犯罪行為による負傷等の療養に１か月以上，かつ通算３日以上の入院が必要（精神疾患の場合は，
通算３日以上労務に服することができない）と医師に診断された方

※1　配偶者（事実婚を含む）、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹（支給対象となるには順番があります。）

 上記以外にも必要な条件があります。

 殺人、傷害、強盗致傷等の

犯罪被害者又はその遺族

若しくは

、又は

 

 

 

 


